
幸手市地域公共交通あり方検討会の委員を募集します

  
幸手市地域公共交通計画に基づき、市民の皆様が主体的に公共交通のあり方を考える

場として、令和６年度に幸手市地域公共交通あり方検討会を設置し、委員の皆様に御検

討をいただいております。 

 御興味のある方はぜひ当検討会に御参加ください。 

 

１ 応募資格 

下記の(1)、(2)のいずれも満たす方 

(1)年齢が１８歳以上７０歳未満の幸手市内に在住、在勤又は在学している方 

(2)幸手市の公共交通に関心のある人 

 ２ 募集人員 

    ２人（委員は全員で１２人を予定しており、うち２人を募集します。） 

 ３ 活動内容 

令和 8 年 12 月末に、市内循環バスの現在の運行が終了するため、令和 9 年 1

月以降に市が運行する公共交通について、昨年度に引き続き御検討をいただきま

す。 

開催回数：令和７年５月から令和８年３月頃までの平日の夜間又は土日の日中に、

４回程度 

４ 応募方法 

公募委員申込書に必要事項を書いて、メール、郵送又は窓口持参にて送付して

ください。 

【あて先】 〒３４０－０１９２ 幸手市東４－６－８  

幸手市 市民生活部 くらし防災課 コミュニティ・生活担当 

        【メールアドレス】 kurashi@city.satte.lg.jp 

 ５ 募集締切 

    令和７年５月１４日（水） 

６ 選考方法・ 選考基準 

  書類による選考。お申し込みいただいた書類をもとに、年齢、居住地域等の

バランスを加味して選考します。 

【 問合せ先 】   

幸手市市民生活部くらし防災課コミュニティ・生活担当 

電話：0480－43－1111（内線 586） 

FAX：0480－43－6033 
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